
４３０円 ＝ 370円の旧回数券＋差額6０円

　１０月１日（火）の始発列車より

　と旧回数券の「差額」が必要です。

旧回数券の使用について
　運賃改定に伴い、

　表示の為、旧回数券を使用する際は、新運賃

（例）４３０円区間の新運賃の場合、

　新運賃となりますが、当社の回数券は、金額


